
 

三重県企業庁経営計画（仮称）中間案に対する意見募集の結果概要について 

 

１ 意見募集期間  平成２８年１２月１４日から平成２９年１月１３日まで 

 

２ 意見数     ６件 

 

３ 意見内容 

番号 項目 意見の概要 対応 意見に対する考え方 

１ 工業用水

道事業 

耐震化 

 耐震化が必要な箇所の内、現

在、何％が完了し、残りをいつま

でに完了させるのかわかる様に

してほしい。 

記述の修

正、追加

等反映す

るもの 

 成果指標に「浄水場の耐震化率」、

「管路の耐震適合率」を設定してお

り、「第４章２（３）成果指標」の項

に、その説明と数値を追記しまし

た。 

２ 工業用水

道事業 

全般 

 ユーザーからの供給水量増時

等について、迅速に対応出来るな

どの取組を入れてほしい。 

既に反映

している

のもの 

 工業用水の需要拡大は経営基盤

の強化に大きな効果があるため、

「第４章２（２）イ（ア）的確な水

需要の予測」の項に、給水問い合わ

せなどに対し、迅速かつ的確に対応

する旨を記載しています。 

３ 工業用水

道事業 

耐震化 

老朽化対

策 

 企業のＢＣＰ（事業継続計画）

の観点より、耐震化、老朽化対策、

安定工事等、極力早期に実施して

いただきたい。 

既に反映

している

もの 

 施設の耐震化や老朽化対策等を

早期に実施することは安定供給の

観点から重要と考えていますが、こ

れらの投資は料金に影響を及ぼす

ことから、「第４章２（２）イ（イ）

アセットマネジメントによる適正

な資産管理」の項に、将来にわたっ

て施設・財政の両面で健全で持続可

能な工業用水道を実現するための

資産管理を実践する旨を記載して

います。 

 また、計画的に施設の耐震化や老

朽化対策等を実施するため、「第４

章２（３）成果指標」で耐震化率等

を設定しています。 

４ 工業用水

道事業 

料金制度

の最適化 

 従量制への変換も簡単に進む

とは思えず、先ずは「契約締結か

ら経過年数が一定以上の事業者

には、枠の見直しを認める」「契

約枠／実使用料の乖離が大きな

事業者に還元する」等のルールを

至急検討いただきたい。 

既に反映

している

もの 

 実際に使用されている水量と契

約水量（基本使用水量）との乖離に

ついては問題意識を持っており、今

回の計画で新たに「第４章２（２）

イ（エ）料金制度の最適化」の項立

てを行い、ユーザーとの意見交換を

行いながら、健全かつ安定した事業

運営を確保したうえでの新しい料

金の仕組みについて検討を行う旨

を記載しています。 



 

番号 項目 意見の概要 対応 意見に対する考え方 

５ 工業用水

道事業 

全般 

 原水側での事故（油流入等）、

異常（高濁水、高塩水等）の監視

や対応の整備など、工業用水の供

給水質の安定化に係る取組を入

れてほしい。 

反映しな

いもの 

 原水（取水河川）の水質を常時監

視し、油流出事故や高塩水時等には

取水停止を行うなど、供給水質の安

定化に努めていますが、伏流水取水

をしている事業では浄水処理を行

わないため、水質の安定化について

は記載していません。 

 

６ 工業用水

道事業 

内部留保

資金 

 平成 27年度の工業用水道事業

費用約 52 億円に対して、100 億

円を超える内部留保金を持つ必

要があるのか。これを計画的に取

り崩すなどして、契約枠／実使用

料の乖離が大きい事業者への還

元を検討いただきたい。 

 

反映しな

いもの 

 内部留保資金は、大規模災害時の

復旧財源等を考慮して一定の額（概

ね事業収益の１年分）を保有したう

えで、施設の耐震化や老朽化対策等

の財源として活用していくことと

しています。 

 


